
申込期日までにお申込みがない場合、また、払込期日までに保険料の払込みがない場合は 
保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。その他、詳しくは裏面をご覧ください。 

リースカーのご契約手続きを事後的にまとめて行うご契約方式です。 
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。  自動車保険の一括手配で管理もラクラク。 

 業務効率もアップします。 
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オープンポリシー契約でないと… 
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リースカーの 
オープンポリシー契約 
 

2010年7月1日 
以降始期用 



ご注意いただきたいこと 

特約書の締結 

保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込みの撤回または解除を行うことができるクーリングオフ制度がございます。ただし、営業または事業
のためのご契約、法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約等は対象外です。 

●特約書に基づいてご契約いただいた保険契約について、ご契約のお車の使用目的（トータルアシスト自動車保険の場合）や前契約に関する事項等に内容の
変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。ご連絡がない場合はご契約を解除することがあります。ご契約を
解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。 

●申込期日までにお申込みがない場合、また、払込期日までに保険料の払込みがない場合は保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 
 ※このチラシのご案内は、トータルアシスト自動車保険、TAPのご契約を対象としております。 
※トータルアシスト自動車保険は「総合自動車保険」、TAPは「一般自動車保険」のペットネームです。 
※このチラシは「リースカーの自動車保険に関する特約」を東京海上日動と締結した場合の、ご契約手続きや特約書の概要を記載したものです。なお、特約
書に基づく個々のリースカーのご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご契約内容については「ご契約のしおり（約款）」を
ご用意しておりますので、必要に応じて代理店または東京海上日動までご請求ください（「ご契約のしおり（約款）」は、ホームページでもご確認いただけ
ます。）。ご不明な点等がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。 
※ご契約に関する個人情報は、東京海上日動プライバシーポリシーにもとづき取扱います。詳しくは、東京海上日動のホームページをご参照ください。 

リースカーのオープンポリシー契約が生むゆとりが 

業務効率アップをお約束します。 

お申込みは1か月単位に 
リースカーのオープンポリシー契約とは、リースカーの自動車
保険について、1か月ごとにまとめてお申込みと保険料のご精
算をいただくご契約方式です。リースカーを貸し出す都度、ご
契約手続きを行う必要がありません。 

ゆとり ゆとり 

無保険の心配を解消 
始期日は、納車日、納車予定日、リース期間の初日等、個々のリー
ス契約の事情に合わせて設定いただけますので、リースカーの
登録手続き上の事情から納車日が特定できない場合でも無保
険となる心配はありません。 

保険契約のお申込み 保険証券発行 保険料の払込み 

特約書にて定める内容 

ご契約手続きの概要 

4月 5月 6月 

4月分とりまとめ 

5月分とりまとめ 

10日 
 申込 

末日 
精算 

10日 
 申込 

末日 
精算 

特定のリースカーを本契約の対象から除外する場合は、そのことを特約書であらかじめ約定することが必要です。 

申込期日、払込期日 
を定めます。 

保険金額、免責金額（自己負担額） 
等、補償内容を定めます。 

保険期間を定めます。 

貴社と東京海上日動との間で、あらか
じめ補償内容等を定めた「リースカー
の自動車保険に関する特約」（以下「特
約書」といいます。）を締結します。 

毎月、前月1か月間にリース契約に基づいて貸し出
されたリースカーをとりまとめたうえ、特約書に定め
た申込期日・払込期日までにお申込みおよび保険料
を払込みいただきます（事後申込・事後精算）。 

お申込みに基づいて、リースカー1台ごとに、あらか
じめ特約書で定められた補償内容による保険証券
を発行します（ただし、リース契約書で補償内容が
別途定められている場合は、これによります。）。 

①1年間 
②リース期間（リース期間の末日を満期日とします。最大7年間です。） 
③リース期間と同年数（端月数は切り上げます。最大7年間です。） 

次のいずれかをお選びいただけます。 例 申込期日/毎月10日、払込期日/毎月末日とした場合 

クーリングオフについて 

ご契約後のご注意 

貴社がリース契約に基づいて貸し出すリースカーは、漏れなくお申込みいただきます。ただし、リース契約書にてリースユーザーが別途自動車保険をご契
約することを約定した場合は除きます。また、あらかじめ特約書にて特定のリースカーを除外することができます。 
※保険料の分割払はできません。　※一度締結された特約書は1年間有効で、その後は有効期間満了日1か月前に、書面での意思表示がない限り、自動的に延長されます。 
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